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東京都における境川の治水対策について 

 

 東京都は、２０１２年１１月策定の「中小河川における都の整備方針～今後の治水対

策〜」に基づき、境川の治水対策として新たに調節池の整備を進めています。建設候補

地のうち、境川クリーンセンターの跡地に検討していた調節池の進捗状況を報告します。 

 

【境川木曽東調節池事業概要】 

・境川クリーンセンターの再整備に伴うゾーン計画で設定した広場ゾーンの地下に、東京

都が調節池を整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１７年９月１３日・１４日 
行 政 報 告 資 料 
下 水 道 部 下 水 道 総 務 課 

木曽東調節池完成イメージ図１（東京都建設局提供） 

（クリーンセンター（移転先）） 
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名称 境川木曽東調節池 

設置場所 町田市木曽東二丁目１９５番地８外 

貯留量 約４万９千ｍ3 

形式 地下式 

施工規模 延長約１１５ｍ、幅約６０ｍ、深さ約２２ｍ 

管理棟 地上２階 

その他 
東京都が２０１７年７月２６日に事業説明

会を実施 

・河川管理者である東京都が調節池を整備し、付属施設（ポンプ設備や換気設備）を含め

管理を行います。 

・調節池は地下式の構造となるため、上部の利用方法については町田市で検討を進めます。 

 

 

【今後の予定】 

・２０１７年１０月 境川木曽東調節池に関する基本協定締結（町田市・東京都） 

・２０１７年度中  調節池準備工事着手（支障物撤去等） 

・２０１８年度   調節池本体工事着手（２０２５年度完了） 
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